
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美浜、高浜および大飯発電所原子炉施設保安規定 

変更認可申請（組織改正）のコメント回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西電力株式会社 
 

 

コメント回答資料 

提出年月日 ２０２２年 ３月 ７日 



 

3/3 ヒアリングコメント回答 

 

Ｑ１．廃止措置計画の 2 月 7 日のコメント回答において、機械工事Ｇ課⾧の役割の説

明がされているが、その他の課⾧との関係についても説明しているので、組織改正に伴

う変更点を説明すること。 

Q2．第２段階での各課⾧の体制について 2 月 7 日に説明された内容と今回の PPT 資

料を比較すると、役割と関係が異なるように見える、第２段階へ移れることを読み取

れるようにして頂きたい。 

 

 

Ａ１．及び A２． 

解体工事全体の役割分担の流れと解体保管物が発生する作業担当課等の役割に

ついて説明した資料において今回の組織改正に伴い変更となる箇所を添付資料の３ペ

ージ以降緑字で記載する。 

工事実施所管課の検討及び決定において、これまで所⾧の指定により廃止措置工

事に係る調整を行っていた「機械工事グループ課⾧」から、職務として廃止措置工事の

総括を行う「廃止措置工事課⾧」が所内調整、推進業務を実施する。 

また、解体工事の実施において「廃止措置工事課⾧」が、現状、機械工事グループ

が実施する工事の実施所管課⾧として廃止措置工事を実施する。 

 
 

 

 

添付資料:美浜発電所１，２号炉廃止措置計画変更認可申請及び保安規定変更

認可申請のコメント回答 
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美
浜

発
電

所
１

，
２

号
炉

廃
止

措
置

計
画

変
更

認
可

申
請

及
び

保
安

規
定

変
更

認
可

申
請

の
コ

メ
ン

ト
回

答

２
０

２
２

年
３

月
関

西
電

力
株

式
会

社

添付書類



保
安

規
定

の
補

足
説

明
資

料
とし

て
解

体
工

事
全

体
の

役
割

分
担

の
流

れ
と
解

体
保

管
物

が
発

生
す

る
作

業
担

当
課

等
の

役
割

が
わ

か
る

よ
う
に

整
理

し
、
解

体
一

例
を

示
す

こ
と
。

1
コ

メ
ン

ト
回

答
①

【回
答

】

⇒
保

安
規

定
第

15
5条

の
3（

追
加

）

解
体

保
管

物
の

保
管

エ
リア

運
搬

・保
管

保
管

エ
リア

の
管

理
（

巡
視

、
点

検
）

※
１
:
機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
⾧
が
上
申
し
、
所
⾧
が
決
定

（
保

安
規

定
第

14
1条

(2
2)

に
基

づ
き

、
発

電
所

⾧
よ

り、
廃

止
措

置
に

係
る

所
内

調
整

、
推

進
業

務
を

指
定

）

放
射
線
管
理
課
⾧

解
体

保
管

物
の

容
器

へ
の

収
納

放
射
線
管
理
課
⾧

 
容

器
の

線
量

当
量

率
の

測
定

・確
認

 
標

識
、
整

理
番

号
の

発
行

・取
付

⇒
保

安
規

定
第

15
5条

の
2第

2項
（

追
加

）
 

保
管

エ
リア

の
指

定

解
体

工
事

の
実

施

工
事

実
施

所
管

課
検

討
・決

定
※

１

※
２
:
工
事
実
施
所
管
課
⾧

（
例

:
機

械
工

事
グ

ル
ー

プ
課

⾧
、
原

子
炉

保
修

課
⾧

等
）

⇒
保

安
規

定
第

15
5条

の
2 

第
1項

（
追

加
）

⇒
保

安
規

定
第

15
5条

第
1項

（
変

更
な

し
）

⇒
保

安
規

定
第

15
5条

の
2

第
1項

（
追

加
）

除
染

作
業

等
の

実
施

※
２

工
事

実
施

所
管

課
検

討
・決

定
※

１

解
体

保
管

物
の

除
染

作
業

等
を

実
施

す
る

場
合

廃
止

措
置

工
事

に
係

る
各

課
⾧

の
職

務
に

つ
い

て
は

次
ペ

ー
ジ

参
照



発
電
所
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
職
務

2

第
１

４
１

条
保

安
に

関
す

る
職

務
２

．
発

電
所

に
お

け
る

保
安

に
関

す
る

職
務

は
次

の
とお

り（
抜

粋
）

(1
1)

 
放
射
線
管
理
課
⾧

は
、
放

射
性

廃
棄

物
管

理
、
放

射
線

管
理

（
環

境
モ

ニ
タ

リン
グ

セ
ン

タ
ー

所
⾧

所
管

業
務

を
除

く。
）

、
被

ば
く管

理
、

化
学

管
理

お
よ

び
廃

止
措

置
工

事
※

１
に

関
す

る
業

務
を

行
う
。

(1
6)

 
電
気
保
修
課
⾧

は
、
原

子
炉

施
設

の
電

気
設

備
に

係
る

保
守

、
修

理
お

よ
び

廃
止

措
置

工
事

※
１
（

電
気

工
事

グ
ル

ー
プ

課
⾧

所
管

業
務

を
除

く。
）

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

(1
7)

 
計
装
保
修
課
⾧

は
、
原

子
炉

施
設

の
計

装
設

備
に

係
る

保
守

、
修

理
お

よ
び

廃
止

措
置

工
事

※
１
（

電
気

工
事

グ
ル

ー
プ

課
⾧

所
管

業
務

を
除

く。
）

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

(1
8)
原
子
炉
保
修
課
⾧

は
、
原

子
炉

施
設

の
機

械
設

備
（

タ
ー

ビ
ン

設
備

を
除

く。
）

に
係

る
保

守
、
修

理
お

よ
び

廃
止

措
置

工
事

※
１
（

機
械

工
事

グ
ル

ー
プ

課
⾧

所
管

業
務

を
除

く。
）

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

(1
9)
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
⾧

は
、
原

子
炉

施
設

の
機

械
設

備
（

タ
ー

ビ
ン

設
備

）
に

係
る

保
守

、
修

理
お

よ
び

廃
止

措
置

工
事

※
１
（

機
械

工
事

グ
ル

ー
プ

課
⾧

所
管

業
務

を
除

く。
）

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

(2
0)
土
木
建
築
課
⾧

は
、
原

子
炉

施
設

の
土

木
設

備
お

よ
び

建
築

物
に

係
る

保
守

、
修

理
お

よ
び

廃
止

措
置

工
事

※
１
（

機
械

工
事

グ
ル

ー
プ

課
⾧

お
よ

び
土

木
建

築
工

事
グ

ル
ー

プ
課

⾧
の

所
管

業
務

を
除

く。
）

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

(2
1)
電
気
工
事
グ
ル
ー
プ
課
⾧

は
、
原

子
炉

施
設

の
電

気
設

備
お

よ
び

計
装

設
備

に
係

る
保

守
、
修

理
お

よ
び

廃
止

措
置

工
事

※
１

の
う
ち

、
所

⾧
が

指
定

し
た

も
の

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

(2
2)

 
機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
⾧

は
、
原

子
炉

施
設

の
機

械
設

備
、
土

木
設

備
お

よ
び

建
築

物
に

係
る

保
守

、
修

理
お

よ
び

廃
止

措
置

工
事

※
１

の
う
ち

、
所

⾧
が

指
定

し
た

も
の

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

(2
3)

 
土
木
建
築
工
事
グ
ル
ー
プ
課
⾧

は
、
原

子
炉

施
設

の
土

木
設

備
お

よ
び

建
築

物
に

係
る

保
守

、
修

理
お

よ
び

廃
止

措
置

工
事

※
１

の
う
ち

、
所

⾧
が

指
定

し
た

も
の

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

※
１

:
廃

止
措

置
工

事
と
は

、
第

１
５

５
条

に
定

め
る

、
原

子
炉

等
規

制
法

第
４

３
条

の
３

の
３

４
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
認

可
を

受
け

た
廃

止
措

置
計

画
（

以
下

、
「廃

止
措

置
計

画
」と

い
う
。
）

に
基

づ
き

実
施

す
る

工
事

を
い

う
。





3

⇒
保

安
規

定
第

15
5条

の
3（

追
加

）

解
体

保
管

物
の

保
管

エ
リア

運
搬

・保
管

保
管

エ
リア

の
管

理
（

巡
視

、
点

検
）

※
１
:
機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
⾧
が
上
申
し
、
所
⾧
が
決
定

（
保

安
規

定
第

14
1条

(2
2)

に
基

づ
き

、
発

電
所

⾧
よ

り、
廃

止
措

置
に

係
る

所
内

調
整

、
推

進
業

務
を

指
定

）

放
射
線
管
理
課
⾧

解
体

保
管

物
の

容
器

へ
の

収
納

放
射
線
管
理
課
⾧

 
容

器
の

線
量

当
量

率
の

測
定

・確
認

 
標

識
、
整

理
番

号
の

発
行

・取
付

⇒
保

安
規

定
第

15
5条

の
2第

2項
（

追
加

）
 

保
管

エ
リア

の
指

定

解
体

工
事

の
実

施

工
事

実
施

所
管

課
検

討
・決

定
※

１

※
２
:
工
事
実
施
所
管
課
⾧

（
例

:
機

械
工

事
グ

ル
ー

プ
課

⾧
、
原

子
炉

保
修

課
⾧

等
）

（
組
織
改
正
後
）
⇒
(例
:
廃
止
措
置
工
事
課
⾧
、
機
械
保
修
課
⾧
等
）

⇒
保

安
規

定
第

15
5条

の
2 

第
1項

（
追

加
）

⇒
保

安
規

定
第

15
5条

第
1項

（
変

更
な

し
）

⇒
保

安
規

定
第

15
5条

の
2

第
1項

（
追

加
）

除
染

作
業

等
の

実
施

※
２

工
事

実
施

所
管

課
検

討
・決

定
※

１

解
体

保
管

物
の

除
染

作
業

等
を

実
施

す
る

場
合

廃
止

措
置

工
事

に
係

る
各

課
⾧

の
職

務
に

つ
い

て
は

次
ペ

ー
ジ

参
照

（
参

考
）

20
22

年
7月

1日
施

行
予

定
の

組
織

改
正

を
反

映
し

た
解

体
工

事
実

施
フ

ロ
ー

（
組
織
改
正
後
）
⇒
廃
止
措
置
工
事
課
⾧
が
所
内
調
整
、
推
進
業
務
を
実
施

（
保

安
規

定
第

14
1条

(2
2)

に
基

づ
き

、
廃

止
措

置
工

事
の

総
括

を
実

施
）

こ
れ

ま
で

所
⾧

の
指

定
に

よ
り
廃

止
措

置
工

事
に

係
る

調
整

を
行

っ
て

い
た

「機
械

工
事

グ
ル

ー
プ

課
⾧

」か
ら

、
職

務
と
し

て
廃

止
措

置
工

事
の

総
括

を
行

う
「廃

止
措

置
工

事
課

⾧
」が

調
整

を
実

施

「廃
止

措
置

工
事

課
⾧

」が
、

現
状

、
機

械
工

事
グ

ル
ー

プ
が

実
施

す
る

工
事

の
実

施
所

管
課

⾧
と
し

て
廃

止
措

置
工

事
を

実
施



（
参

考
）

発
電

所
に

お
け

る
保

安
に

関
す

る
職

務
（

組
織

改
正

後
）

4

第
１

４
１

条
保

安
に

関
す

る
職

務
２

．
発

電
所

に
お

け
る

保
安

に
関

す
る

職
務

は
次

の
とお

り（
抜

粋
）

(1
1)

 
放
射
線
管
理
課
⾧

は
、
放

射
性

廃
棄

物
管

理
、
放

射
線

管
理

（
環

境
モ

ニ
タ

リン
グ

セ
ン

タ
ー

所
⾧

所
管

業
務

を
除

く。
）

、
被

ば
く管

理
、

化
学

管
理

お
よ

び
廃

止
措

置
工

事
※

１
に

関
す

る
業

務
を

行
う
。

(1
7)

 
電
気
保
修
課
⾧

は
、
原

子
炉

施
設

の
電

気
設

備
お

よ
び

計
装

設
備

に
係

る
保

守
、
修

理
お

よ
び

廃
止

措
置

工
事

※
１
（

電
気

工
事

グ
ル

ー
プ

課
⾧

所
管

業
務

を
除

く。
）

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

(1
8)
機
械
保
修
課
⾧

は
、
原

子
炉

施
設

の
機

械
設

備
に

係
る

保
守

、
修

理
お

よ
び

廃
止

措
置

工
事

※
１
（

機
械

工
事

グ
ル

ー
プ

課
⾧

所
管

業
務

を
除

く。
）

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

(1
9)
土
木
建
築
課
⾧

は
、
原

子
炉

施
設

の
土

木
設

備
お

よ
び

建
築

物
に

係
る

保
守

、
修

理
お

よ
び

廃
止

措
置

工
事

※
１
（

機
械

工
事

グ
ル

ー
プ

課
⾧

の
所

管
業

務
を

除
く。

）
に

関
す

る
業

務
を

行
う
。

(2
0)
電
気
工
事
グ
ル
ー
プ
課
⾧

は
、
原

子
炉

施
設

の
電

気
設

備
お

よ
び

計
装

設
備

に
係

る
保

守
、
修

理
お

よ
び

廃
止

措
置

工
事

※
１

の
う
ち

、
所

⾧
が

指
定

し
た

も
の

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

(2
1)

 
機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
⾧

は
、
原

子
炉

施
設

の
機

械
設

備
、
土

木
設

備
お

よ
び

建
築

物
に

係
る

保
守

、
修

理
お

よ
び

廃
止

措
置

工
事

※
１

の
う
ち

、
所

⾧
が

指
定

し
た

も
の

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

(2
2)
廃
止
措
置
工
事
課
⾧

は
、
廃

止
措

置
工

事
※

１
の

総
括

お
よ

び
原

子
炉

施
設

の
廃

止
措

置
工

事
※

１
（

放
射

線
管

理
課

⾧
、
電

気
保

修
課

⾧
、
機

械
保

修
課

⾧
、
土

木
建

築
課

⾧
、
電

気
工

事
グ

ル
ー

プ
課

⾧
お

よ
び

機
械

工
事

グ
ル

ー
プ

課
⾧

所
管

業
務

を
除

く。
）

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

※
１

:
廃

止
措

置
工

事
と
は

、
第

１
５

５
条

に
定

め
る

、
原

子
炉

等
規

制
法

第
４

３
条

の
３

の
３

４
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
認

可
を

受
け

た
廃

止
措

置
計

画
（

以
下

、
「廃

止
措

置
計

画
」と

い
う
。
）

に
基

づ
き

実
施

す
る

工
事

を
い

う
。

【組
織
改
正
後
】


